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長岡市ふるさと体験農業センター次世代園芸システム構築・導入業務委託 

簡易評価型プロポーザル実施要領 

 

１ 委託業務の名称 

長岡市ふるさと体験農業センター次世代園芸システム構築・導入業務（以下「業務」とい

う。） 

 

２ 要領の趣旨 

長岡市（以下、「本市」という。）では、ふるさと体験農業センター内にスマート農業の研

修及び体験をすることができる環境を整備し、農業関係者や農業に関心のある市民、学生な

ど幅広い層から利用してもらうことで、農業のスマート化の推進とデジタルを駆使する担い

手農家の獲得・育成を目指している。 

その一環として、ふるさと体験農業センター内にある既存の体験温室内に ICT 等のデジタ

ル技術を活用した次世代園芸システムの導入を検討している。 

本実施要領は、市の目的に沿った次世代園芸システムの構築及び導入を実施する事業者を

プロポーザル形式で選定することに必要な事項を定めるものである。 

 

３ 業務の概要 

別添１「長岡市ふるさと体験農業センター次世代園芸システム構築・導入業務委託仕様書」

のとおり 

 

４ 契約期間 

契約締結日から令和５年３月 10 日まで 

 

５ 事業者選考 

簡易評価型プロポーザル方式により選考する 

 

６ 提案上限金額 

１２，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※ 金額は令和４年度の予算額であり、契約時の予定価格を示すものではない。 

 

７ 参加資格 

本プロポーザルの参加者（以下「参加者」という。）は、次に掲げる要件をすべて満たし

ていなければならない。 

(1) 長岡市内に本店または支店を有する者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(3) その役員に次のア又はイのいずれかに該当する者がいないこと。 
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     ア 破産者で復権を得ない者 

       イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな  

った日から２年を経過しない者 

(4) この公告の日において、本市から入札参加資格に係る指名停止を受けていないこと。 

  (5) この公告の日以後に、民事再生法（平成 11 年法律 225 号）に基づき、再生手続開始

の申立てがされていない者であること。 

  (6) この公告の日以後に、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続開

始の申立てがなされていない者であること。 

  (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

(8) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

 

８ プロポーザルへの参加表明 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次により必要書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

   ア 簡易評価型プロポーザル参加表明書兼誓約書（様式１）  １部 

     イ 誓約書（様式２）                   １部 

     ウ 会社概要（様式３）                  １部 

(2) 提出方法 

    持参または郵送（配達確認ができるものに限る。）にて提出すること。なお、郵送の

場合は必ず電話で郵送した旨を連絡すること。 

(3) 提出期限 

   令和４年９月２日（金曜日）午後５時まで（必着） 

(4) 提出先 

   〒940-0062 

   新潟県長岡市大手通２－２－６ 

   ながおか市民センター５階 

   長岡市農林水産部農水産政策課 

   電話 0258－39－2223 

 

 

９ 質問の受付及び回答並びに現地確認希望への対応 

参加表明書を提出した者のうち、本プロポーザルについて質問がある場合は、「簡易評価

型プロポーザルに関する質問書」（様式４）により行うものとし、現地確認を希望する場合

は「現地確認希望申込書」（様式５）により行うものとする。 

(1) 提出方法 

    電子メールにて提出すること。なお、必ず送信した旨を電話にて連絡すること。 

(2) 質問及び現地確認希望の受付期間 
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   ア 質問書      令和４年９月 12 日（月曜日）午後５時まで（必着） 

   イ 現地確認希望   令和４年９月７日（水曜日）午後５時まで（必着）   

(3) 質問への回答及び現地確認対応 

   ア 質問への回答    

      本プロポーザルに参加する全員に、令和４年９月 20 日（火曜日）までに、質問

者名を伏して電子メールにより回答する。 

   イ 現地確認への対応 

      申込書の内容を踏まえ、令和４年９月９日（金曜日）までの間（土日祝日を除

く）で対応する。 

(4) 提出先 

   長岡市農林水産部農水産政策課 

   電話   0258－39－2223 

   e-mail  nousei@city.nagaola.lg.jp 

 

10 参加表明書提出後の辞退について  

参加表明書を提出した後に、本プロポーザルへの参加を辞退する事業者は、次により必要

書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

   簡易評価型プロポーザル参加辞退届（様式６）  １部   

(2) 提出方法 

    持参または郵送（配達確認ができるものに限る。）にて提出すること。なお、郵送の

場合は必ず電話で郵送した旨を連絡すること。 

(3) 提出期限 

   令和４年９月 21 日（水曜日）午後５時まで（必着） 

(4) 提出先 

   〒940-0062 

   新潟県長岡市大手通２－２－６ 

   ながおか市民センター５階 

   長岡市農林水産部農水産政策課 

   電話 0258－39－2223 

 

11 企画提案書の提出について  

参加表明書を提出した事業者は、次により企画提案書等を提出すること。 

(1) 提出書類 

   ア 企画提案書類一式           正本１部、副本 10 部 

      ・ 企画提案書表紙（様式７，代表者印押印） 

      ・ 企画提案書本文（任意様式） 

   イ 提案見積書（様式８，代表者印押印）  正本１部、副本 10 部 
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   ウ 電子データ              １部 

     （上記ア、イの内容を PDF 形式でデータ化し DVD-R 等に保存したもの） 

(2) 提出書類の作成における留意点 

   ア 企画提案書本文の内容について 

     ・ 冒頭に目次を載せること。 

      ・  別添２「企画提案依頼事項」の項目の順に、具体的に記載すること。 

      ・ 専門用語はなるべく使用せず、使用する場合は用語の意味を注釈で補足す

ること。 

      ・  提案書内に記載がある機器類については、提案書の巻末に、その仕様が分

かる書類（カタログ等）を添付すること。 

     ・ 使用する単位は計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとすること。 

        ・ 用紙サイズはＡ４サイズとし、片面カラー印刷とすること。なお、用紙の

方向は不問とするが、統一すること。 

    イ 企画提案書類の製本について 

           企画提案書表紙、企画提案書本文の順に並べ、簡易製本（Ａ４サイズ、縦、左

綴じ）すること。 

    ウ 提案見積書 

      本業務委託に係る費用総額を記載した様式８のほか、その費用内訳がわかる書

類を添付すること。 

    エ 電子データ 

      提出にあたってはウイルスチェックを実施し、そのバージョンを明記すること。            

(3) 提出方法 

    持参または郵送（配達確認ができるものに限る）にて提出すること。なお、郵送の

場合は必ず電話で郵送した旨を連絡すること。 

(4) 提出期限 

   令和４年９月 22 日（木曜日）午後５時まで（必着） 

(5) 提出先 

   〒940-0062 

   新潟県長岡市大手通２－２－６ 

   ながおか市民センター５階 

   長岡市農林水産部農水産政策課 

   電話 0258－39－2223 

 

12 プレゼンテーションの実施について  

  企画提案書の内容を確認するため、次のとおりプレゼンテーションを実施する。 

(1) 日程 

   令和４年９月 26 日（月曜日）から９月 27 日（火曜日）の間 

(2) 会場 
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   調整中 

(3) 実施方法 

  ア 開始前準備        10 分 

  イ プレゼンテーション    20 分 

  ウ 質疑応答         10 分 

  (4) 留意事項 

   ア プレゼンテーションの日程については企画提案書を提出した全参加者に対して、

企画提案書の提出期限後に通知する。 

  イ プレゼンテーションは、既に提出された企画提案書に記載された内容（文章、 図、

表、画像、スケッチ等）を基に項目順に説明すること。また、既に提出された企画

提案書に記載された内容（文章、図、表、画像、スケッチ等）の範囲内であれば、

拡大用紙、パネル、プロジェクタを利用して説明することも可能とする。 

  ウ 既に提出された企画提案書等の差し替え、追加は認めない。誤字脱字等がある場

合には、プレゼンテーション時に説明すること。 

  エ 参加者のプレゼンテーションへの出席者総数は３名以内とする。 

  オ 本業務受託決定後のプロジェクトに参加する者が説明を行うこと。ただし、質疑

応答に関してはその限りではない。 

  カ 本市はパソコンは用意しないため、参加者が用意すること。ただし、電源、プロ

ジェクタ、HDMI ケーブル及びスクリーンは本市で用意する。また、本市で用意した

ものではなく、参加者が用意したものを使うことを許可する。 

  キ 機器を持ち込む場合には、準備時間及び片付時間に留意し、機器のセッティング

及び撤収を行うこと。 

  ク プレゼンテーション及び質疑応答の内容は録画、録音する。なお、プレゼンテー

ション・質疑応答において参加者が発言した内容は、原則として契約に反映する。 

 

13 最優秀者の選定 

 (1) 事業者の選考 

     ア 企画提案書及びプレゼンテーションの内容（以下「提案内容」という。）の評 

価及び事業者の選考は本市の職員及び外部有識者で組織する選考委員会が行う。 

       イ 参加者の中から、本市の要求にあった提案内容を示した事業者１社(者)を選考

する。 

 (2) 選考方法 

   ア 提案内容が要件を満たしていない者は失格とする。 

     イ 提案内容に関して、本市が定めた選考基準を基に採点する。 

   ウ 採点結果が 100 点を下回った場合は失格とする。 

         エ 各委員の評価点を平均して算出したもの（小数点第２位を四捨五入）を参加者

の評価点とし、評価点の最も高い参加者を最優秀者として決定する。 

         オ 評価点が同点となった場合は、各委員による無記名の選考投票で過半数を占め
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た参加者を最優秀者として決定する。１回目の投票で過半数を占めた参加者がい

ない場合は、最多得票数の参加者と次点の参加者で決選投票を行い決定する。 

  

 (3) 選考評価基準 

評価項目 配点 

企
画
提
案
書
記
載
事
項 

１ 提案にあたって 10 

２ 提案する園芸システムの全体像について 20 

３ 実施体制・スケジュールについて 20 

４ 市が求める機能要件について 80 

５ 導入について 10 

６ 運用マニュアル・研修の実施手法について 10 

７ 次年度以降のランニングコストについて 10 

８ その他の事項について（普及に向けた提案） 20 

提案見積金額 20 

合   計 200   

 

14 選考結果通知 

  (1) 選考結果は、企画提案書の提出者かつプレゼンテーションの参加者全員に通知する。 

  (2) 不採用の通知を受けた参加者は、通知を受けた日から起算して５日以内（土曜日、日

曜日及び祝日を除く）にその理由の説明を書面で求めることができる。 

 

15 その他留意事項 

 (1) このプロポーザルの参加に要する経費は、全て参加者の負担とする。 

 (2) 提出された企画提案書は返却しない。 

 (3) 提出された企画提案書の著作権は参加者に帰属する。ただし、本市がこのプロポーザ

ルの結果の報告等に必要となる場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

(4) 企画提案書に記載された内容については、原則として、提出後の内容変更を認めない。      

(5) 提出された企画提案書等は、このプロポーザル以外の目的には使用しない。 

 (6) このプロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、長岡市情報公開条例（平成７

年長岡市条例 33 号）に基づき公開する。 

 (7) 失格事項 

ア 提出期限を過ぎて提案書等が提出された場合 

イ 企画提案書等に不備があった場合 

ウ 提案内容に虚偽の記載があった場合 

エ 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状況に

至った場合 

オ 審査の公正性を害する行為があった場合 

 (8)  本プロポーザルに関して、本市への問合せ等の接触は審査終了まで禁止する。 


